
令和８年度　市民税県民税　申告の手引

❶　所得の種類
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　令和８年度市民税・県民税の課税資料となりますので、この手引を参照のうえ、令和７年１月から12月までの収入金額

及び所得金額並びに所得控除金額等を申告書に記入して、申告書上部の提出期限までに提出してください。また、申告書

は、郵送でも受け付けております。

申告をしていただく方
　◎令和８年１月１日現在、伊勢原市に住んでいた方で次のような場合。
　　①所得税を納付または還付を受ける必要がない方
　　②給与所得者で給与以外の所得金額が20万円以下の方

源の等金年的公や方の下以円万02が額金得所の外以得所雑る係に等金年的公、で下以円万004が計合の額金入収の等金年的公 ③　
泉徴収票記載以外の控除を受けようとする方

＊所得税の確定申告はしなくてもよいことになっていますが市県民税申告は必要となります
　　④遺族年金・障害年金・失業給付金等の受給者及び令和７年１月から12月までに所得がなかった方

申告をしなくてもよい方
　①令和７年分の所得税確定申告書を提出された方（される方）
　　※ただし、神奈川県・伊勢原市が指定した認定NPO法人等以外のNPO法人への寄附金控除は、市県民税申告が必要です
　②給与所得のみで「給与支払報告書」が勤務先より伊勢原市役所に提出されている方
　③年金所得のみで「公的年金等支払報告書」が年金支払者より伊勢原市役所に提出されている方
　④同一世帯の方の配偶者又は扶養親族として申告を受けられる方
申告に必要なもの
　◎源泉徴収票　◎収支内訳書（営業等、農業及び不動産所得者）　◎各種領収書又は証明書

控額税金附寄び及除控得所各の生学労勤・料険保震地・料険保命生・料険保金年民国・金掛等済共業企模規小・費療医・損雑 （　
除を受ける場合に必要となります）

　◎マイナンバーがわかるもの及び身元確認書類（マイナンバーカードの場合は不要）郵送の場合は両面写しを添付
申告書の受付場所 問合わせ先
伊勢原市役所　１階12番窓口  　◎伊勢原市役所　市民税課

　　電話番号　０４６３（７４）５４２９

⑴ 営業等所得
、かほの得所るず生らか業営の等業設建、業食飲、業造製、業売販 　　

医師、弁護士、作家、大工、保険外交員等の自由職業、あるいは漁
業等農業以外の事業から生ずる所得。

⑵ 農業所得
。得所るず生らか育飼の等畜家、培栽の等樹果、産生の物産農 　　

⑶ 不動産所得
。得所るず生らか等金利権の等物建地土、賃家、代地 　　

⑷ 利子所得
の託信資投債社公、託信用運同合にび並子利の金貯預び及債社公 　　

収益の分配から生ずる所得。

⑸ 配当所得
資投券証び及息利金基、配分の金余剰、当配の資出、当配の式株 　　

信託（公社債投資信託以外）の収益の分配などから生ずる所得。
万５回１で当配の回２年、当配の下以円万01年柄銘１（当配額少 ※　　

円以下）の非課税措置は平成15年度をもって廃止されました。

⑹ 給与所得
を々各は合場の上以所か２。得所るよに入収の等金賃、与賞、与給 　　

合算してください。給与所得については、次の表によって求めて
ください（１か所からの年末調整済の源泉徴収票の場合を除く）。
給与収入額（A） 給与所得

550,999円まで
551,000円から650,999円
651,000円から1,618,999円
1,619,000円から1,619,999円
1,620,000円から1,621,999円
1,622,000円から1,623,999円
1,624,000円から1,627,999円
1,628,000円から1,799,999円
1,800,000円から1,899,999円
1,900,000円から3,599,999円
3,600,000円から6,599,999円
6,600,000円から8,499,999円
8,500,000円以上

A÷4（千円未満切り捨て）×2.8－80,000円

A－650,000円

A÷4（千円未満切り捨て）×3.2－440,000円
A×0.9－1,100,000円
A－1,950,000円

所得は０円

給与所得と公的年金等に係る雑所得が両方あり、その合計額が 10 万
円を超える場合、各所得金額（それぞれ 10 万円を限度）の合計額か
ら 10 万円を控除した残額が、給与所得金額から控除されます。

控除額=給与所得（上限10万円）+公的年金等に係る雑所得（上限10万円）
－ 10 万円

場るれさ用適が除控整調額金得所、合場るえ超を円万058額入収与給 ※
合があります。詳しくは伊勢原市ホームページを御覧ください。

⑺ 雑所得（公的年金等と公的年金等以外の合計）
　①公的年金等
　　公的年金等による所得。遺族年金、障害年金は除く。
　　所得金額については、次の表によって求めてください。

年金等の収入金額

公的年金等控除額

割合
公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額

1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下 2,000万円超

（65歳未満）  130万円以下 ― 60万円 50万円 40万円
（65歳以上）  330万円以下 ― 110万円 100万円 90万円
（65歳未満） 130万円超 410万円以下 75% 275,000円 175,000円 75,000円（65歳以上）　 330万円超 410万円以下
 410万円超 770万円以下 85% 685,000円 585,000円 485,000円
 770万円超 1,000万円以下 95% 1,455,000円 1,355,000円 1,255,000円
 1,000万円超 100% 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円

生まれ降以日2月1年63和昭…満未歳56 　
　65歳以上…昭和36年1月1日以前生まれ
　　所得金額＝（公的年金収入額×割合）－公的年金等控除額
　②業務に係る雑所得

引若し取人個たし用利をどなンョシクーオトッネは又料演講、料稿原 　　　
くは食料品の配達などの副収入による所得。

　③その他雑所得
によのもの外以記上のどな金年助互、)険保金年人個(金年の険保命生 　　　

る所得。

⑻ 総合課税の譲渡所得
　　 土地建物等以外（車輌、機械器具、書画、骨董品等）の資産の譲渡か
ら生ずる所得。短期は保有期間が５年以下、長期は５年超のもの。

⑼ 一時所得
や金戻払の等馬競、輪競、金選当賞懸、金賞や品金たけ受らか人法 　　

生命保険金等の一時的性質を有する所得。

＊

＊



10 ひとり親・寡婦控除
85が等額金得所総（子るすとじ同を計生、ずらわ関に別性や歴姻婚 ．１ 　　

万円以下）を有する単身者（合計所得金額500万円以下に限る）に
ついて、「ひとり親控除」が適用されます･･･30万円

で合計所得金額500万円以下の寡婦外以記上 ．２　　
死別を理由とする方、または離婚を理由とした方で子以外の扶養親
族（総所得金額等が58万円以下）を有する方･･･26万円

象対は者るあが載記と」）届未（妻「、」）届未（夫「に柄続の票民住 ．３　　
外とされました。

11 障害者控除
あなた自身が障害者である場合又はその控除対象配偶者及び扶養親族の
うちに障害者がいる場合。
①普通障害１人につき…………………………………………………26万円
②特別障害（同居以外の場合）１人につき…………………………30万円
③特別障害（同居の場合）１人につき………………………………53万円
※特別障害とは身体障害者手帳１級及び２級の人。ただし精神障害者保
　健福祉手帳は１級

計生とたなあ、者偶配やたなあ、ちうの者害障別特、はと者害障別特居同 ※
を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人

12 勤労学生控除
下以円万58が額金得所計合の）月21～月１（間年（生学労勤が身自たなあ 　　

で、そのうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下）である場合　　
　　 …………………………………………………………………… 26万円

13 配偶者控除
下以円万85が額金得所計合の）月21～月１（間年、しに一を計生とたなあ 　

（青色事業専従者及び白色事業専従者を除く）の配偶者を有する場合、配
偶者控除額は次のとおりです。

本人の合計所得金額 900万円
以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

1,000万円
超

一般の控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円 0円
老人控除対象配偶者 38万円 26万円 13万円 0円

生まれ）の人前以日１月１年13和昭（上以歳07はと者偶配象対除控人老 ※
円万85が額金得所計合、もていてえ超を円万000,1が得所計合の人本 ※

以下の生計を一にしている配偶者を扶養しており、その配偶者が障害
者である場合には、配偶者の障害者控除を適用することができます

14　配偶者特別控除
たなあ、で下以円万000,1が額金得所計合の）月21～月１（間年のたなあ 　　

と生計を一にする配偶者（青色事業専従者又は白色事業専従者を除く）の
合計所得金額に応じて次の表で求めた金額の控除が受けられます。配偶
者控除との重複はできません。

本人の合計
配偶者の 所得金額
合計所得金額

900万円以下 900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

　 33万円 22万円 11万円
　 31万円 21万円 11万円
　58万円超　100万円以下

26万円 18万円 9万円
100万円超　105万円以下

21万円 14万円 7万円
105万円超　110万円以下

16万円 11万円 6万円
110万円超　115万円以下

11万円 8万円 4万円
115万円超　120万円以下

6万円 4万円 2万円
120万円超　125万円以下
125万円超　130万円以下
135万円超　133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 控除適用なし

15　扶養控除
あなたと生計を一にし、16歳以上（平成22年１月１日以前生まれ）の人で
年間（１月～12月）の合計所得金額が58万円以下（青色事業専従者及び白
色事業専従者や他の親族
の扶養である場合を除く）
の扶養親族を有する場合。
扶養控除は、次のとおり
です。

控除額
一 般 の 扶 養 親 族 33万円
特 定 扶 養 親 族 45万円
老人扶
養親族

同居老親等以外の者 38万円
同 居 老 親 等 45万円

生まれから降以日２月１年51成平（満未歳32上以歳91はと族親養扶定特 ※
平成19年１月１日以前生まれ）の人
※老人扶養親族とは70歳以上（昭和31年１月１日以前生まれ）の人

偶配のたなあやたなあ、ちうの族親養扶人老はと族親養扶等親老居同 ※
者の直系尊属でかつ同居を常としている人

面表書告申、はていつに）れ生ま降以日２月１年22成平（族親養扶満未歳61 ※
にある「Ｄ　16歳未満の扶養親族に関する事項」欄に記入してください
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❷　所 得 控 除
㊟ ○○控除 は所得税と控除金額が異なるものです。

19 雑損控除
控除額は、次の①②のうちいずれか多い方の金額。
①（損失金額－保険金等補てん額）－総所得金額等×10%
②災害関連支出金額－５万円

20 医療費控除・医療費控除の特例（セルフメディケーション税制）
医療費控除 医療費控除の特例

（支払った医療費）－（保険金等補て
ん額）－（総所得金額等×５％また
は10万円の少ない方の金額）

（支払った特定一般用医薬品の
総額）－（保険金等補てん額）－
１万２千円

限度額　200 万円 限度額　8万 8千円
　　※医療費控除と医療費控除の特例を併せて受けることはできません

17 生命保険料控除
）等約契険保たし結締に後以日１月１年42成平（約契新 ①　　
）料険保療医護介、料険保金年人個、料険保命生般一 （　　　

年間の支払保険料等（S） 控　除　額
 12,000円以下 支払保険料の全額
12,000円超え 32,000円以下 S×1/2＋ 6,000円
32,000円超え 56,000円以下 S×1/4＋14,000円
56,000円超え 28,000円

扶養親族の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額
 58万円超85万円以下

85万円超90万円以下
90万円超95万円以下
95万円超100万円以下
100万円超105万円以下
105万円超110万円以下
110万円超115万円以下
115万円超120万円以下
120万円超123万円以下

45万円
45万円
45万円
41万円
31万円
21万円
11万円
6万円
3万円

 
 

）等約契険保たし結締に前以日13月21年32成平（約契旧 ②　　
）料険保金年人個、料険保命生般一 （　　　

年間の支払保険料等（S） 控　除　額
 15,000円以下 支払保険料の全額
15,000円超え 40,000円以下 S×1/2＋ 7,500円
40,000円超え 70,000円以下 S×1/4＋17,500円
70,000円超え 35,000円

除控料険保の方双約契旧新、ていつに険保金年人個は又険保命生般一 ※　　
の適用を受ける場合は、各々で計算した合計金額（上限28,000円）

　　　（例）一般の生命保険料　新契約30,000円　旧契約30,000円
新契約の控除額（①）21,000円　旧契約の控除額（②）22,500円

　　　　　（①+②の合計金額が上限を超えているため、控除額は28,000円）
、は額度限用適計合の除控険保療医護介、険保金年人個、険保命生般一 ※　　

70,000円

18 地震保険料控除
　　①地震保険料のみの場合

支払った保険料の金額 控　除　額
50,000円以下 保 険 料 の 1/2
50,000円超え 25,000円

　　②旧長期損害保険料のみの場合
年間の支払保険料（N） 控　除　額

 5,000円以下 保 険 料 の 全 額
 5,000円超え 15,000円以下 Ｎ×1/2＋ 2,500円
15,000円超え 10,000円

が額払支の方両の料険保害損期長旧と料険保震地に中の書明証の枚１ ※　　
記載されている場合

算計で②は又①、てし択選をからちどの料険保害損期長旧か料険保震地 　　　
　　③地震保険料と旧長期損害保険料の支払いがある場合
　　　①と②それぞれで計算した合計額（最高限度額25,000円）

16 特定親族特別控除
 従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親
族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から住民税は45万
円を控除することとされていましたが、合計所得金額が58万円を超える
19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられ
る控除額が当該親族の合計所得金額に応じて徐々に減少していく仕組み
が新たに設けられました。
※対象者は 以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
・年齢19歳以上23歳未満の親族（配偶者及び青色事業専従者等を除く）
・合計所得金額が 58万円超123万円以下（給与収入のみの場合は123万円
　超188万円以下）
・控除対象扶養親族に該当しない
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※年調未済または専修学校等は証明書を添付

21 社会保険料控除
の料険保会社たっ払支の等料険保護介、料険保金年民国、税険保康健民国 　　

金額。

22 小規模企業共済等掛金控除
加金年型業企るす定規に法金年出拠定確、金掛済共業企模規小たっ払支 　　

入者掛金、個人型年金加入者掛金及び心身障害者扶養共済掛金との合計額。

23 基礎控除
納税義務者の前年の合計所得金額 基礎控除額

2,400 万円以下 43万円
2,400 万円超　2,450 万円以下 29万円
2,450 万円超　2,500 万円以下 15万円
2,500 万円超 適用なし
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※別居の方は裏面の⑦も記載してください。

❸　寄 附 金 税 額 控 除
次のいずれかに対して2,000円を超える寄附を行った場合。
①都道府県、市町村又は特別区
②神奈川県共同募金会、日本赤十字社（神奈川県支部）
③神奈川県及び伊勢原市が条例で定めるもの
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